
第96期末（2025年３月31日現在）貸借対照表

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 941,638 預 金 6,223,473

現 金 26,556 当 座 預 金 577,020

預 け 金 915,081 普 通 預 金 1,861,947

コ ー ル ロ ー ン 15,532 通 知 預 金 34,284

買 入 金 銭 債 権 23,577 定 期 預 金 3,650,342

特 定 取 引 資 産 25,522 そ の 他 の 預 金 99,878

特 定 金 融 派 生 商 品 25,522 譲 渡 性 預 金 101,800

有 価 証 券 1,320,904 債 券 3,209,990

国 債 764,694 債 券 発 行 高 3,209,990

地 方 債 347,115 債券貸借取引受入担保金 169,705

社 債 56,267 特 定 取 引 負 債 15,578

株 式 61,443 特 定 金 融 派 生 商 品 15,578

そ の 他 の 証 券 91,384 借 用 金 1,073,752

貸 出 金 9,642,020 借 入 金 1,073,752

割 引 手 形 63,489 外 国 為 替 801

手 形 貸 付 254,117 外 国 他 店 預 り 0

証 書 貸 付 7,568,397 未 払 外 国 為 替 801

当 座 貸 越 1,756,015 社 債 100,000

外 国 為 替 20,966 そ の 他 負 債 80,323

外 国 他 店 預 け 10,381 未 決 済 為 替 借 608

買 入 外 国 為 替 1,760 未 払 法 人 税 等 7,002

取 立 外 国 為 替 8,824 未 払 費 用 10,205

そ の 他 資 産 90,872 前 受 収 益 7,870

未 決 済 為 替 貸 461 金 融 派 生 商 品 8,495

前 払 費 用 6,416 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 951

未 収 収 益 7,780 資 産 除 去 債 務 1,474

金 融 派 生 商 品 5,637 そ の 他 の 負 債 43,713

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 67,110 賞 与 引 当 金 4,410

そ の 他 の 資 産 3,465 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 185

有 形 固 定 資 産 35,065 睡眠債券払戻損失引当金 38,140

建 物 12,337 支 払 承 諾 147,483

土 地 20,633 支 払 承 諾 146,728

建 設 仮 勘 定 145 代 理 貸 付 保 証 754

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,948 負 債 の 部 合 計 11,165,643

無 形 固 定 資 産 36,437 （ 純 資 産 の 部 ）

ソ フ ト ウ ェ ア 35,914 資 本 金 218,653

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 522 危 機 対 応 準 備 金 129,500

前 払 年 金 費 用 37,053 特 別 準 備 金 400,811

繰 延 税 金 資 産 45,352 資 本 剰 余 金 1

支 払 承 諾 見 返 147,483 そ の 他 資 本 剰 余 金 1

支 払 承 諾 見 返 146,728 利 益 剰 余 金 263,100

代 理 貸 付 保 証 見 返 754 利 益 準 備 金 28,212

貸 倒 引 当 金 △194,935 そ の 他 利 益 剰 余 金 234,887

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 291

特 別 積 立 金 49,570

繰 越 利 益 剰 余 金 185,025

自 己 株 式 △1,169

株 主 資 本 合 計 1,010,896

その他有価証券評価差額金 10,549

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 401

評価・換算差額等合計 10,950

純 資 産 の 部 合 計 1,021,847

資 産 の 部 合 計 12,187,490 負債及び純資産の部合計 12,187,490
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第96期 (2024年４月１日から
2025年３月31日まで) 損益計算書

(単位：百万円)

科 目 金 額

経 常 収 益 170,707
資 金 運 用 収 益 142,397

貸 出 金 利 息 125,966
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,621
コ ー ル ロ ー ン 利 息 1,146
預 け 金 利 息 3,077
そ の 他 の 受 入 利 息 3,586

役 務 取 引 等 収 益 15,427
受 入 為 替 手 数 料 1,145
そ の 他 の 役 務 収 益 14,282

特 定 取 引 収 益 7,927
特 定 金 融 派 生 商 品 収 益 7,927

そ の 他 業 務 収 益 551
国 債 等 債 券 売 却 益 550
そ の 他 の 業 務 収 益 0

そ の 他 経 常 収 益 4,403
償 却 債 権 取 立 益 810
株 式 等 売 却 益 2,207
そ の 他 の 経 常 収 益 1,385

経 常 費 用 137,882
資 金 調 達 費 用 21,412

預 金 利 息 7,852
譲 渡 性 預 金 利 息 287
債 券 利 息 7,504
コ ー ル マ ネ ー 利 息 210
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 1,648
借 用 金 利 息 2,701
社 債 利 息 1,157
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 36
そ の 他 の 支 払 利 息 13

役 務 取 引 等 費 用 2,781
支 払 為 替 手 数 料 317
そ の 他 の 役 務 費 用 2,464

特 定 取 引 費 用 21
特 定 取 引 有 価 証 券 費 用 21

そ の 他 業 務 費 用 5,319
外 国 為 替 売 買 損 342
国 債 等 債 券 売 却 損 2,920
国 債 等 債 券 償 還 損 356
国 債 等 債 券 償 却 2
債 券 発 行 費 償 却 69
金 融 派 生 商 品 費 用 1,609
そ の 他 の 業 務 費 用 17

営 業 経 費 80,310
そ の 他 経 常 費 用 28,037

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 23,885
貸 出 金 償 却 609
株 式 等 償 却 388
そ の 他 の 経 常 費 用 3,153

経 常 利 益 32,824
特 別 利 益 983

固 定 資 産 処 分 益 983
特 別 損 失 225

固 定 資 産 処 分 損 41
減 損 損 失 184

税 引 前 当 期 純 利 益 33,582
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,577
法 人 税 等 調 整 額 △2,630
法 人 税 等 合 計 7,947
当 期 純 利 益 25,635
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第96期 (2024年４月１日から
2025年３月31日まで) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株 主 資 本

資 本 金 危機対応準備金 特別準備金
資 本 剰 余 金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 218,653 129,500 400,811 0 0

当期変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金
の取崩

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － 0 0

当期末残高 218,653 129,500 400,811 1 1

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固定資産

圧縮積立金
特別積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 26,907 313 49,570 167,200 243,992 △1,159 991,797

当期変動額

剰余金の配当 1,305 △7,832 △6,527 △6,527

固定資産圧縮積立金
の取崩

△21 21 － －

当期純利益 25,635 25,635 25,635

自己株式の取得 △9 △9

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 1,305 △21 － 17,824 19,108 △9 19,098

当期末残高 28,212 291 49,570 185,025 263,100 △1,169 1,010,896
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(単位：百万円)

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

当期首残高 27,664 111 27,775 1,019,572

当期変動額

剰余金の配当 △6,527

固定資産圧縮積立金
の取崩

－

当期純利益 25,635

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△17,114 289 △16,824 △16,824

当期変動額合計 △17,114 289 △16,824 2,274

当期末残高 10,549 401 10,950 1,021,847
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個別注記表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利

益を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表

上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収

益」及び「特定取引費用」に計上しております。

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・

先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等に

ついては前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年

度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した

後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しておりま

す。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株

式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主とし

て移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っておりま

す。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負

債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ２年～60年

その他 ２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、金庫内におけ

る利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却

しております。なお、残存価額については零としております。

5. 繰延資産の処理方法

債券発行費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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7. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士

協会銀行等監査特別委員会報告第４号 2022年４月14日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、危機対応業務に係る損害担保付貸出とそれ以外の債権とにグルーピングし、また、要注意先債権

のうち要管理債権以外のその他の要注意先債権については、さらに貸出条件緩和の有無によりグルーピングして

おります。これらのグループ毎に、主としてそれぞれ今後１年間の予想損失額又は今後３年間の予想損失額を見

込んで計上しております。予想損失額は、１年間又は３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期

間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念

先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の

回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッ

シュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする

方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資

産監査部署が査定結果を監査しております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度

に帰属する額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末

までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上

の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法により損

益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額の

うち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

(5) 睡眠債券払戻損失引当金

睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券等について、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見

積り必要と認める額を計上しております。
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8. ヘッジ会計の方法

(1) 金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に

関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日。以下、

「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法に

ついては、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金とヘッジ手段である金利スワップ取引

を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等

の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月

８日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の

為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債

務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価し

ております。

(3) 内部取引等

デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引については、ヘ

ッジ手段として指定している金利スワップ取引に対して、業種別委員会実務指針第24号に基づき、恣意性を排除

し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワ

ップ取引から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識を行っております。

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。

重要な会計上の見積り

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

1．貸倒引当金

(1)当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金 194,935百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

連結計算書類「連結注記表（重要な会計上の見積り）」の「1．貸倒引当金」に記載した内容と同一であります。
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追加情報

(特別準備金)

2008年10月１日の株式会社化に伴い、株式会社商工組合中央金庫法附則第５条に基づき、資本金、利益剰余金から

特別準備金への振替を行っております。

なお、特別準備金は、次の性格を有しております。

(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法第43条の規定に基づき、特別準備金の額は、資本

金及び準備金の額の合計額に算入されます。

(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法第44条第１項の規定に基づき、資本準備金及び利益準

備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができます。なお、特別準備金の額を減

少した後において剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法第44条第３項の規

定に基づき、特別準備金の額を増加しなければなりません。

(3) 自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合

には、株式会社商工組合中央金庫法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、特別準備金の額の全部又

は一部を国庫に納付することができます。

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央

金庫法第46条の規定に基づき、特別準備金の額を国庫に納付するものとされています。

(危機対応準備金)

株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の６に基づき、危機対応業務の円滑な実施のため、政府が出資した金額を

危機対応準備金として計上しております。

なお、危機対応準備金は次の性格を有しております。

(1) 剰余金の額の計算においては、株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の９第１項の規定により読み替えて適

用される同法第43条の規定に基づき、危機対応準備金の額は、資本金及び準備金の額の合計額に算入されます。

(2) 欠損のてん補を行う場合、株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の７の規定に基づき、特別準備金の額が零

となったときは、危機対応準備金の額を減少することができます。なお、危機対応準備金の額を減少した後にお

いて剰余金の額が零を超えることとなったときは、株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の９第１項の規定に

より読み替えて適用される同法第44条第３項の規定に基づき、危機対応準備金の額を増加しなければなりません。

この危機対応準備金の額の増加は、株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の９第２項の規定に基づき、特別準

備金の額の増加に先立って行うこととされています。

(3) 危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと株式会社商工組合中央金庫

が認める場合には、株式会社商工組合中央金庫法附則第２条の８及び第２条の９第１項の規定により読み替えて

適用される同法第45条の規定に基づき、株主総会の決議によって、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当す

る金額を国庫に納付するものとされています。

(4) 仮に清算することとなった場合には、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、株式会社商工組合中央

金庫法附則第２条の９第１項の規定により読み替えて適用される同法第46条及び同法附則第２条の９第３項の規

定に基づき、危機対応準備金の額を国庫に納付するものとされています。
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注記事項

(貸借対照表関係)

1. 関係会社の株式及び出資金総額 6,451百万円

2. 株式会社商工組合中央金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであ

ります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部につ

いて保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに

限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの

並びに注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約に

よるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 134,472百万円

危険債権額 161,352百万円

要管理債権額 81,067百万円

三月以上延滞債権額 3,698百万円

貸出条件緩和債権額 77,369百万円

小計額 376,892百万円

正常債権額 9,432,960百万円

合計額 9,809,852百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ

り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債

権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しな

いものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債

権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元

本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債

権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる

債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

3. 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀

行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる

権利を有しておりますが、その額面金額は、65,250百万円であります。

4. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 456,341百万円

担保資産に対応する債務

預金 1,316百万円

債券貸借取引受入担保金 169,705百万円

借用金 105,831百万円

上記のほか、先物取引証拠金等の代用として、有価証券70,212百万円を差し入れております。

また、その他の資産には、保証金・敷金等1,815百万円が含まれております。
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5. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。

これらの契約に係る融資未実行残高は、2,001,987百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任

意の時期に無条件で取消可能なものが1,749,947百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも

当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変

化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の中止又は契約極度額の

減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等

の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ

て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

6. 有形固定資産の減価償却累計額 71,590百万円

7. 有形固定資産の圧縮記帳額 16,032百万円

8. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金15,000百万円が含

まれております。

9. 社債には、劣後特約付社債100,000百万円が含まれております。

10. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当金庫の保証

債務の額は5,424百万円であります。

11. 関係会社に対する金銭債権総額 21,618百万円

12. 関係会社に対する金銭債務総額 7,836百万円

(損益計算書関係)

1. 関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額 104百万円

役務取引等に係る収益総額 10百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 309百万円

2. 関係会社との取引による費用

資金調達取引に係る費用総額 ４百万円

役務取引等に係る費用総額 153百万円

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 ０百万円

その他の取引に係る費用総額 4,999百万円

3. 「その他の経常収益」には、睡眠債券の収益計上額０百万円が含まれております。

4. 「その他の経常費用」には、債権売却損1,716百万円及び睡眠債券払戻損失引当金繰入額1,375百万円が含まれてお

ります。

(株主資本等変動計算書関係)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

摘 要

自己株式

普通株式 10,743 54 0 10,797 (注)

合計 10,743 54 0 10,797

（注）自己株式のうち普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求に応じたことによるものであります。減少は、単

元未満株式の買増請求に応じたことによるものであります。
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(有価証券関係)

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれ

ております。

1. 売買目的有価証券（2025年３月31日現在）

当事業年度の損益に含まれた
評価差額 (百万円)

売買目的有価証券 －

2. 満期保有目的の債券（2025年３月31日現在）

種 類
貸借対照表計上額

(百万円)
時 価
(百万円)

差 額
(百万円)

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

国債 － － －

地方債 － － －

小計 － － －

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

国債 373,927 337,043 △36,883

地方債 61,717 61,136 △581

小計 435,645 398,179 △37,465

合計 435,645 398,179 △37,465

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2025年３月31日現在）

貸借対照表計上額
(百万円)

時 価
(百万円)

差 額
(百万円)

子会社・子法人等株式 － － －

関連法人等株式 － － －

合計 － － －

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額
(百万円)

子会社・子法人等株式 6,451

関連法人等株式 －

上記の株式には、出資金を含めております。
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4. その他有価証券（2025年３月31日現在）

種 類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差 額
(百万円)

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株式 40,307 8,787 31,519

債券 － － －

国債 － － －

地方債 － － －

社債 － － －

その他 55,766 40,848 14,918

小計 96,073 49,635 46,438

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 1,208 1,384 △176

債券 732,432 761,197 △28,765

国債 390,767 412,911 △22,144

地方債 285,397 290,615 △5,217

社債 56,267 57,670 △1,403

その他 31,163 33,285 △2,122

小計 764,804 795,868 △31,064

合計 860,878 845,504 15,373

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式 16,185

組合出資金 5,653

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17

日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

5. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 1,129 1,011 －

債券 160,661 550 2,920

国債 160,661 550 2,920

その他 11,386 1,196 －

合計 173,177 2,758 2,920
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6. 減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価

が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処

理」という。）しております。

当事業年度における減損処理額は、212百万円（うち、株式210百万円、社債２百万円）であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社

の区分ごとに次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落

正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先

以外の債務者であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産

貸倒引当金 51,580百万円

睡眠債券払戻損失引当金 11,956

その他 13,982

繰延税金資産小計 77,519

将来減算一時差異等の合計に

係る評価性引当額
△21,769

評価性引当額小計 △21,769

繰延税金資産合計 55,750

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 4,824

固定資産圧縮積立金 133

前払年金費用 5,256

その他 183

繰延税金負債合計 10,397

繰延税金資産の純額 45,352百万円

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に成立したことに伴い、2026年４

月１日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.49％から、2026年４月１日以後開始する事業年

度以降に解消が見込まれる一時差異については31.38％となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資

産は527百万円増加し、その他有価証券評価差額金は136百万円減少し、繰延ヘッジ損益は５百万円減少し、法人税

等調整額は670百万円減少しております。

(１株当たり情報)

１株当たりの純資産額 225円91銭

純資産額の算定にあたっては、株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づき、危機対応準備金及び特別準備金を

控除しております。

１株当たりの当期純利益金額 11円78銭
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(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当金庫は、株式会社商工組合中央金庫株式の一般競争入札に参加し、結果、2025年５月９日付入札結果通知書にて

当金庫が落札した旨の通知を受けました。

なお、2025年１月21日開催の臨時株主総会において、会社法第156条第１項、同第160条第１項の規定に基づき、特

定の株主から自己株式の取得を行うことを決議し、同株主総会にて承認されております。

1. 自己株式の取得を行う理由

・2023年６月14日に中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律が国会において

成立し、政府は、この法律の公布の日から２年を超えない施行日の前日までの間において、できる限り速やか

に、政府保有株式の全部を処分するよう努めるものとする、と規定されました。

・当金庫としては、改正法が施行され、これまで以上に中小企業の企業価値向上に貢献してまいるためには、政

府保有株式の全部売却が行われることが重要であると考え、政府保有株式を自己株式として取得することを決

定いたしました。

2. 取得に係る決議事項の内容

(1)取得する株式の種類 当金庫普通株式

(2)取得する株式の総数
1,016,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合46.69％）

(3)株式の取得価額の総額 158,000,000,000円（上限）

(4)取得先 財務大臣

(5)株式を取得することができる期間 2025年１月22日から2025年６月14日
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